
東京都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業補助金交付要綱 

 

令和２年４月２７日２福保医政第１０２号 

一部改正 令和３年４月１６日２福保医政第２０６６号 

一部改正 令和４年３月３１日３福保医政第２３１１号 

一部改正 令和５年４月１９日５福保医政第１１９号 

一部改正 令和５年６月１５日５福保医政第５９０号 

一部改正 令和６年２月２７日５保医医政第１３８５号 

 

１ 目的 

  この要綱は、東京都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業実施要綱（令和２年

４月２７日付２福保医政第１０１号。以下「実施要綱」という。）に基づいて行う、東京

都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業補助金（以下「補助金」という。）の交

付に関し、必要な事項について定め、事業の適切な運営を図ることを目的とする。 

 

２ 補助対象者 

 都内に所在する病院又は診療所（歯科診療所は除く。以下「医療機関」という。）であ

って、東京都知事（以下「知事」という。）が適当と認める者。ただし、以下の者を除く。 

(1) 次の者が開設する医療機関 

ア 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人及び同条第２項に規定する特定独立行政法人 

イ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行

政法人及び同条第２項に規定する特定独立行政法人 

ウ 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法

人 

（2） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療

機関ではない医療機関  

（3） この補助金の交付を受けたことがある医療機関 

 

３ 交付額の算定方法 

この補助金の交付額は、次に定める規定により算定された額を都の予算の範囲内にお

いて交付する。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てるものとする。 

(1) 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

(2) (1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比



較して少ない方の額に、次の表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額を交付する。  

 

 

 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

４００千円 

オンライン医療相談・診療等のための専用の情報

通信機器等の初期経費（パソコン、タブレット（ス

マートフォンは除く。）、カメラ、マイク、ヘッド

セット、ルーター等）  

※ リース料、保守費用、通信費等の経常的な経

費は補助対象外。 

２分の１ 

 

４ 交付申請 

補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に指定する期日ま

でに別記第１号様式による交付申請書及び別記第２号様式による事業計画書に関係書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

 

５ 交付決定及び通知 

知事は、４の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは８に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をするものとし、その決定の

内容を別記第３号様式により申請者に通知するものとする。 

 

６ 変更交付申請 

  申請者は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により申請の内容を変更して追加

交付申請を行う場合には、４に定める規定に準じて、別に指定する期日までに申請する

ものとする。 

 

７ 申請の撤回 

申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付けた条件に異議があるときは、この交

付決定の通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

８ 交付の条件 

この補助金の交付条件は次のとおりとする。 

(1) 事情変更による決定の取消し等 

 ア  知事は、５の規定による補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の

変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を



取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。

ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでな

い。 

 イ アの規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変そ

の他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合に限る。 

 ウ  アの規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は

事業に対して、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。 

(ｱ) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経

費 

(ｲ) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要

する経費 

 エ  ウの規定による補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合は、アの規

定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 

(2) 承認事項 

  補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が次

のいずれかに該当する場合は、あらかじめその理由及びその他必要事項を記載した書

面を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、ア及びイに規定する事項

のうち軽微なものについては、この限りでない。 

ア  補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

  イ  補助事業の内容を変更しようとするとき。 

  ウ  補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 (3) 事故報告 

 ア 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難と

なった場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告しなけれ

ばならない。 

なお、補助事業の完了予定日は、補助金の交付の決定日が属する東京都の会計年

度の終了日以前でなければならない。 

イ  アの規定による報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は、

直ちにその指示に従わなければならない。 

 (4) 状況報告 

   知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業の

実施状況、経理状況その他必要な事項について、報告を求め、又は検査を行うことが

ある。 

 (5) 遂行命令等 

 ア  知事は、補助事業者が提出する報告書及び地方自治法第２２１条第２項の規定に



よる調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂

行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業

を遂行するよう命ずることができる。 

 イ  補助事業者がアの命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該補助

事業の一時停止を命ずることができる。 

ウ  イの一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又

はこれに付けた条件に適合させるための措置を、指定する期日までにとらないとき

は、知事は、(10)の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

(6) 調書の作成 

  補助事業者は、補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該

収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年

度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 (7) 実績報告 

補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は東京都の会計年度の終了したとき

は、第４号様式による実績報告書及び別記第５号様式による事業実施報告書に関係書

類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 (8) 補助金額の確定等 

知事は、(7)の規定による事業実績の報告があったときは、事業実績報告書の審査

及び必要に応じて行う現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内

容及びこれに付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定

し、補助事業者に通知するものとする。 

 (9) 是正のための措置 

  知事は、(8)の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに

適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。 

 (10) 決定の取消し 

ア  知事は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる 

(ｱ) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(ｲ) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(ｳ) 補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件、その他法令又はこの要綱によ

る指示に違反したとき。 

イ  アの規定は、(8)の規定により交付すべき補助金額の確定があった後においても

適用する。 



 

(11) 補助金の返還 

ア  知事が(10)のアの規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、補助事業者が補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を受領

している場合には、指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならな

い。 

イ  アの規定は、(8)の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、

既にその額を超える補助金を受領している場合においても適用する。 

 (12) 違約加算金及び延滞金 

ア  (10)の規定により、知事が補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合

において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しな

ければならない。 

イ  知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこ

れを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１０

０円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 (13) 違約加算金の計算 

ア  補助金が２回以上に分けて交付されている場合における(12)のアの規定の適用に

ついては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものと

し、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜら

れた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとす

る。 

イ  知事が(12)のアの規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業者

の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当

該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

 (14) 延滞金の計算 

知事が(12)のイの規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が

返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以

後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した

額によるものとする。 

 (15) 維持管理 

   補助事業者は、補助事業により取得した財産（以下「財産」という。）について

は、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率



的な運営を図らなければならない。 

 (16) 財産の処分 

ア 補助事業者は、財産をイに定める期間を経過するまで知事の承認を受けないで補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

廃棄してはならない。 

イ  アの規定による財産の処分の制限期間は、地方公営企業法施行規則（昭和２７年

総理府令第７３号）及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）で定める耐用年数とする。 

ウ  知事の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合には、知事

は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

 (17) 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、第６号様式により速

やかに知事に報告しなければならない。この場合、知事は、当該消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額相当額の全部又は一部を返還させることができる。 

 (18)他の補助金との重複の禁止 

この補助事業により補助金の交付を受けた対象経費について、他の補助事業等から

重複して補助金等の交付を受けてはならない。 

 (19)指針等の遵守 

この補助事業を活用し、オンライン医療相談・診療等を実施するに当たっては、厚生

労働省作成の最新の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」及び関連通知の内容

を遵守すること。 

 (20)その他 

   この補助事業を活用してオンライン医療相談・診療等を行う際には、オンライン医療

相談・診療等を実施していることが都民等に周知されるよう、以下の取組を行うこと。 

ア 医療情報ネット（全国統一的な情報提供システム）へのオンライン診療の実施の登 

  録 

イ オンライン医療相談・診療等を実施していることについて、院内の掲示、ホームペ

ージへの掲載等 

 

９ 契約方法 

  補助事業に係る契約については、保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備費等

補助金に係る契約手続き基準（平成１７年４月１日付１６福保医政第１４５０号）による

こととする。 

 

10 事業成果の公表等 



知事は、補助事業者に対し、補助事業の取組等について、随時報告を求め、必要に応

じて助言を行うほか、補助事業者名、取組内容等を公表することができる。 

 

11 知事の承認他 

(1)  特別の事情により、上記３、４及び８の(7)に定める算定方法及び手続によること

ができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けて、その定めるところによるも

のとする。 

(2)  ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、東京都補助金等交付規則 

（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月２７日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

   附 則（令和３年４月１６日２福保医政第２０６６号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

  

附 則（令和４年３月３１日３福保医政第２３１１号） 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和５年４月１９日５福保医政第１１９号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則（令和５年６月１５日５福保医政第５９０号） 

 この要綱は、令和５年７月１日から適用する。 

 

   附 則（令和６年２月２７日５保医医政第１３８５号） 

 この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 



保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備費等補助金に係る契約手続基準 

 

１６福保医政第１４５０号 

平成１７年４月１日 

１７福保医政第１９０５号 

平成１８年３月８日 

１９福保医政第６２０号 

平成１９年４月１日 

２１福保医政第２０６７号 

平成２２年４月１日 

２６福保医政第９９８号 

平成２６年９月２６日 

 ２７福保医政第１１２７号 

平成２７年１０月１日 

 ２８福保医政第８６３号 

平成２８年８月４日 

２9福保医政第１９２９号  

平成３０年１月２５日 

２福保医政第１６０１号 

令和３年１月１８日 

４福保医政第２０３２号 

令和５年２月８日 

５福保医政第３４６号 

令和５年５月２９日 

 

 

 

 

第１ 目的 

  この保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備費等補助金に係る契約手続基準（以下

「基準」という。）は、第２に掲げる事業の補助事業者が行う工事請負契約及び物品買入れ等

契約に係る手続について、契約の適正化及び補助事業の公正な執行を図ることを目的とする。 

 

第２ 対象事業 

  この基準は、別表に掲げる各要綱に基づき実施する補助事業に対して適用する。 

 

第３ 契約の方法 

  原則として、東京都が行う契約手続に準拠し、一般競争入札又は指名競争入札とする。 

 

第４ 指名競争入札の場合の指名業者数 

  指名競争入札による場合には、原則として、工事請負契約については１０者以上とし、物品

買入れ等契約については５者以上とする。ただし、契約の性質及び目的等により、知事が適当



と認める場合には、この限りではない。 

 

第５ 契約の方法の例外 

  第３の規定にかかわらず、（１）から（７）までに該当する場合は、随意契約によることが

できる。 

  なお、随意契約による場合は、契約前に知事に理由を付して報告しなければならない。 

（１） 競争に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札に付しても落札者がいない場合 

（２） 当該整備事業が既存施設と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施行させた

ときに既存施設の使用に著しい支障が生じる恐れがある場合、特殊な技術を必要とする場

合など契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合 

（３） 現に契約履行中の工事があり、補助事業を当該契約者以外の者に履行させることが不利

となる場合など競争に付することが不利と認められる場合 

（４） 自治体立病院にあっては、地方自治法等の規定に基づく場合 

（５） その他補助事業者が当該契約において、有利な契約額が見込める場合 

（６） 予定価格が、工事請負契約については２５０万円以下、物品等買入れ等契約については

１６０万円以下である場合 

（７） その他知事が適当と認める場合 

 

第６ 入札日等の報告 

    補助事業者は、入札予定日の１５日前までに、別記第１号様式により入札日等を知事に報告

しなければならない。 

 

第７ 契約締結の経過及び結果の報告 

  補助事業者は、契約締結の日から起算して１５日以内に、別記第２号様式により契約締結の

経過及び結果を知事に報告しなければならない。 

 

第８ 契約締結の経過及び結果の公表 

  知事は、補助事業者から第７の規定による報告を受けたときは、（１）から（３）までに該

当する事項について、一般の閲覧に供することとする。 

（１） 入札業者名（随意契約の場合は見積書を徴取した業者名） 

（２） 落札業者名（随意契約の場合は契約業者名） 

（３） 契約金額 

 

第９ 一括下請負の禁止 

  補助事業者は、工事請負契約に当たり一括下請負の承諾をしてはならない。 

 

第１０ 補助事業者の責務 

  補助事業者は、入札を実施するに当たっては、適正に執行されるよう努めなければならない。 

  東京都は、必要に応じて補助事業者に対し指導を行い、また、関係資料の提出、並びに現地

における入札立会いを求めることができる。 

 

第１１ 交付決定の取消し 



  この基準は第２に掲げる事業の補助条件とし、補助事業者が、この基準で定める事項に違反

した場合には、別表に掲げる各要綱の定めるところにより補助金の交付決定を取り消すことが

できる。 

 

 

 附 則 

 この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この基準は、平成１８年３月８日から施行する。 

 附 則 

 この基準は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

 附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。  

 附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。  

附 則 

 この基準は、決定の日から施行し、令和４年８月５日から適用する。 

附 則 

１ この基準は、決定の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

２ この基準の施行の日から令和５年６月３０日までの間、この基準中「保健医療局」とある

のは、「福祉保健局」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

第１号様式 

年  月  日 

 

東 京 都 知 事 殿 

 

 

所在地                   

施設名                   

開設者職氏名              ㊞ 

  

 

○○年度○○○○補助金に係る入札日等報告書 

 

 標記について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 入札予定日等 

入札予定日時 年    月    日    時    分 

入 札 場 所  

入 札 方 法 一般競争入札   ・   指名競争入札 

  添付書類：指名通知書等 

 

２ 入札参加業者名 

  

  

  

  

  

  

  

  添付書類：選定理由説明書、理事会の議事録等 

 

３ 入札予定価格 

入札予定価格 金          円 

  添付書類：仕様書、積算内訳等 

 

注１ 入札ごとに別葉とすること。 

注２ 添付書類は適宜添付すること。 

以上 



別記 

第２号様式 

年  月  日 

 

東 京 都 知 事 殿 

 

 

所在地                   

施設名                   

開設者職氏名              ㊞ 

 

 

○○年度○○○○補助金に係る契約締結報告書 

 

 標記について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 契約金額     金          円 

（うち消費税及び地方消費税額          円） 

 

２ 契約業者名 

 

３ 契約方法     競争入札  ・  随意契約 

 

４ 競争入札を実施した場合の入札経過（別紙） 

 

５ 随意契約を実施した場合の理由 

 

 

６ 添付書類 

（１）契約書の写し 

（２）入札書の写し（随意契約の場合は見積書の写し） 

（３）その他参考となる書類 

 

 

以上 

 



別紙 

 

入札経過調書 

入札日時 年  月  日  時  分 入札場所  

（件名） 

立会者職氏名 

㊞ ㊞ ㊞ 

㊞ ㊞ ㊞ 

落札者氏名  落 札 金 額 円 

入札者氏名 第 回入札金額 第 回入札金額 第 回入札金額 

    

    

    

    

    

    

    

    

記 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 

記事欄は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あった場合にくじにより落札者を定めた

ときの経過等について記入する。
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